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(57)【要約】
　本発明は、複数の方向性入力キーを備えた文字入力装
置に関し、中央から４放射方向に互いに均一な離隔距離
を有して配置された４個の入力キーを含み、前記各入力
キーは、基準位置を中心に放射状に配置された複数の方
向指示位置に向かって移動可能であり、前記各方向指示
位置に割り当てられた文字を入力する方向移動入力が可
能であることを特徴とする。その結果、４個の入力キー
（または中央入力キーを追加して）で文字、数字、記号
などを全て１回の動作によって入力することができるの
で、文字入力に必要な空間を最小化することができ、迅
速で正確な文字入力が可能である。また、各入力キーに
配列される文字を入力キーの移動方向に応じて分割して
配置することによって、使用者が入力キーの動作に簡単
に慣れて、効果的な文字入力が可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の方向性入力キーを備えた文字入力装置において、
　中央から４放射方向に互いに均一な離隔距離を有して配置された４個の入力キーを含み
、
　前記各入力キーは、基準位置を中心に放射状に配置された複数の方向指示位置に向かっ
て移動可能で、前記各方向指示位置に割り当てられた文字を入力する方向移動入力が可能
である入力手段を含んでいることを特徴とする、文字入力装置。
【請求項２】
　前記方向移動入力は、前記各入力キーの移動距離に応じて２段以上の多段入力が可能で
あることを特徴とする、請求項１に記載の文字入力装置。
【請求項３】
　前記各入力キーは、入力キー全体が上下に移動する方向プッシュ入力が可能であること
を特徴とする、請求項１に記載の文字入力装置。
【請求項４】
　前記方向プッシュ入力は、前記各入力キーのプッシュ距離またはプッシュ圧力の差のう
ちのいずれか一つによって２段以上の多段入力が可能であることを特徴とする、請求項３
に記載の文字入力装置。
【請求項５】
　前記方向移動入力によって子音文字が、前記方向プッシュ入力によって母音文字が入力
されることを特徴とする、請求項３または４に記載の文字入力装置。
【請求項６】
　前記中央に備えられて、前記方向移動入力または方向プッシュ入力のうちの一つ以上が
行われる中央入力キーをさらに含んでいることを特徴とする、請求項１に記載の文字入力
装置。
【請求項７】
　前記中央入力キーは、２段以上の多段入力が可能であって、
　前記４個の入力キーの方向移動入力によって子音文字が、前記中央入力キーの方向移動
入力によって母音文字が入力されることを特徴とする、請求項６に記載の文字入力装置。
【請求項８】
　前記入力キーは、５個以上備えられていることを特徴とする、請求項１に記載の文字入
力装置。
【請求項９】
　前記入力キーは、前記中央から所定の半径を有する円に互いに均一な離隔距離で配置さ
れて、
　前記各入力キーの前記円の半径方向への方向移動入力によって母音文字が、前記半径方
向の横方向への方向移動入力によって子音文字が入力されることを特徴とする、請求項１
または２に記載の文字入力装置。
【請求項１０】
　前記入力キーは、前記中央から所定の半径を有する円に互いに均一な離隔距離で配置さ
れて、
　前記各入力キーの前記円の半径方向への方向移動入力によって子音文字が、前記半径方
向の横方向への方向移動入力によって母音文字が入力されることを特徴とする、請求項１
または２に記載の文字入力装置。
【請求項１１】
　前記各入力キーの前／後方向への方向移動入力によって子音文字が、左／右方向への方
向移動入力によって母音文字が入力されることを特徴とする、請求項１または２に記載の
文字入力装置。
【請求項１２】
　前記各入力キーの前／後方向への方向移動入力によって母音文字が、左／右方向への方
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向移動入力によって子音文字が入力されることを特徴とする、請求項１または２に記載の
文字入力装置。
【請求項１３】
　前記入力キーは、前記基準位置から前記各方向指示位置に向かって傾いたスティックタ
イプであることを特徴とする、請求項１に記載の文字入力装置。
【請求項１４】
　前記入力キーは、前記基準位置から前記各方向指示位置に向かって水平移動が可能なス
ライディングボタンタイプであることを特徴とする、請求項１に記載の文字入力装置。
【請求項１５】
　前記入力キーが前記方向移動入力を行った後に、前記基準位置に復帰させるリターン部
をさらに含んでいることを特徴とする、請求項１３または１４に記載の文字入力装置。
【請求項１６】
　前記複数の入力キーまたは前記中央入力キーから構成された文字入力装置が左右二対で
備えられていることを特徴とする、請求項１乃至４または６のいずれかに記載の文字入力
装置。
【請求項１７】
　前記方向移動入力、方向プッシュ入力、または中央入力のうちのいずれかによって子音
文字が入力されることを特徴とする、請求項１乃至４または６のいずれかに記載の文字入
力装置。
【請求項１８】
　前記方向移動入力は、前記放射方向に２段入力、前記放射方向の横方向に１段入力が可
能であり、前記方向プッシュ入力は、２段入力が可能であって、前記方向移動入力によっ
て子音文字が、前記方向プッシュ入力によって母音文字が入力されることを特徴とする、
請求項１乃至４のいずれかに記載の文字入力装置。文字入力装置。
【請求項１９】
　前記方向移動入力は、前記放射方向の横方向に１段入力が可能であり、前記方向プッシ
ュ入力は、２段入力が可能であり、前記中央入力は、各放射方向に２段入力が可能であっ
て、前記方向プッシュ入力によって母音文字が、前記方向移動入力及び前記中央入力によ
って子音文字が入力されることを特徴とする、請求項１乃至４または６のいずれかに記載
の文字入力装置。
【請求項２０】
　前記方向移動入力は、前記各入力キーを押した状態及び押さない状態で前記各入力キー
の移動距離に応じてそれぞれ別途の２段以上の多段入力が可能であることを特徴とする、
請求項１に記載の文字入力装置。
【請求項２１】
　前記各入力キーは、入力キー全体が上下に移動する方向プッシュ入力が可能であること
を特徴とする、請求項２０に記載の文字入力装置。
【請求項２２】
　前記方向プッシュ入力は、前記各入力キーのプッシュ距離またはプッシュ圧力の差のう
ちのいずれかによって２段以上の多段入力が可能であることを特徴とする、請求項２１に
記載の文字入力装置。
【請求項２３】
　前記中央に備えられて、前記方向移動入力または全体が上下に移動する方向プッシュ入
力のうちの一つ以上が行われる中央入力キーをさらに含んでいることを特徴とする、請求
項２０乃至２２のいずれかに記載の文字入力装置。
【請求項２４】
　各入力キーに配列される文字は、外形的に互いに類似しているか、語源が同一な文字か
らなることを特徴とする、請求項１に記載の文字入力装置。
【請求項２５】
　複数の方向性入力キーを備えて、信号によってデータを入力する入力手段、前記入力手
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段の信号を感知する感知部、及び前記感知部によって感知される信号のうちの有効な信号
を判断してデータを生成する制御部を含んで構成された文字入力装置において、
　前記入力手段は、基準となる第１入力部、及び前記第１入力部の放射状方向に形成され
て、複数列の配列文字が配置される第２入力部を含んで形成されて、
　前記第１入力部または第２入力部は、方向移動入力が可能で、プッシュ入力（垂直プッ
シュ入力）が可能であって、前記方向移動入力またはプッシュ入力によってそれぞれ当該
位置の配列文字に含まれる特定のデータが入力されることを特徴とする、文字入力装置。
【請求項２６】
　前記第１入力部または第２入力部の方向移動入力は、それぞれ互いに区別された２種類
の信号によって行われることを特徴とする、請求項２５に記載の文字入力装置。
【請求項２７】
　前記第１入力部または第２入力部のプッシュ入力は、それぞれ互いに区別された２種類
の信号によって行われることを特徴とする、請求項２５に記載の文字入力装置。
【請求項２８】
　前記第２入力部の方向移動入力は、第１入力部に向かったイン（Ｉｎ）方向及び第１入
力部の反対方向に向かったアウト（Ｏｕｔ）方向に区別することができ、前記イン方向及
びアウト方向を根拠として、それぞれ当該位置の配列文字に含まれた特定のデータが入力
されることを特徴とする、請求項２６に記載の文字入力装置。
【請求項２９】
　前記第２入力部の方向移動入力によって入力されるデータは子音であることを特徴とす
る、請求項２８に記載の文字入力装置。
【請求項３０】
　前記第２入力部は、それぞれ放射方向の４種類の信号中の前記イン方向及びアウト方向
を除いた他の２方向の信号によって文字、数字、または記号などのデータが入力されるか
、モード変更、取り消し、エンター、またはスペースなどの機能が入力されることを特徴
とする、請求項２８に記載の文字入力装置。
【請求項３１】
　前記第１入力部の方向移動入力によって入力されるデータは母音であることを特徴とす
る、請求項２６に記載の文字入力装置。
【請求項３２】
　前記第１入力部または第２入力部のプッシュ入力によって文字、数字、または記号など
のデータが入力されるか、モード変更、取り消し、エンター、またはスペースなどの機能
が入力されることを特徴とする、請求項２７に記載の文字入力装置。
【請求項３３】
　前記第２入力部の方向移動入力は、短い移動距離を有する信号及び長い移動距離を有す
る信号に区別されることを特徴とする、請求項２６に記載の文字入力装置。
【請求項３４】
　前記第１入力部及び第２入力部はそれぞれ別途のキーに形成された入力キータイプであ
ることを特徴とする、請求項２５乃至３３のいずれかに記載の文字入力装置。
【請求項３５】
　前記それぞれのキーはポインティングデバイスであることを特徴とする、請求項３４に
記載の文字入力装置。
【請求項３６】
　前記入力手段は、タッチスクリーン、タッチパッド、またはタッチキーパッド上に実現
可能であることを特徴とする、請求項２５乃至３３から選択されるいずれかに記載の文字
入力装置。
【請求項３７】
　前記第２入力部は、入力される信号の入力の長さを容易に区別するための突起部がさら
に形成されていることを特徴とする、請求項３６に記載の文字入力装置。
【請求項３８】
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　前記入力手段の第１入力部は、スクリーン上に基準を示すための小さい点形態で実現さ
れ、前記第２入力部は、前記第１入力部の周辺に放射方向の一定の領域に形成されている
ことを特徴とする、請求項３７に記載の文字入力装置。
【請求項３９】
　前記入力手段は、スクリーン上で移動可能であることを特徴とする、請求項３８に記載
の文字入力装置。
【請求項４０】
　前記入力手段の移動は、前記第１入力部または第２入力部を所定の時間内に２回クリッ
クした後で行われることを特徴とする、請求項３９に記載の文字入力装置。
【請求項４１】
　前記入力装置は、スクリーンの一側に前記第１入力部を移動させておく待機領域が存在
し、前記第１入力部を前記待機領域に移動させれば、前記第２入力部の領域は無くなり、
前記第１入力部を待機領域から逸脱するように移動させれば、前記第２入力部の領域が現
れることを特徴とする、請求項４０に記載の文字入力装置。
【請求項４２】
　前記第２入力部は、透明度の調節が可能であることを特徴とする、請求項３７に記載の
文字入力装置。
【請求項４３】
　複数の方向性入力キーを備えて、信号によってデータを入力する入力手段、前記入力手
段の信号を感知する感知部、及び前記感知部によって感知された信号のうちの有効な信号
を判断してデータを生成する制御部を含んで構成された文字入力装置において、
　前記入力手段は、基準となる第１入力部、及び前記第１入力部の放射状方向に形成され
て、複数列の配列文字が配置された第２入力部が一体形である板形に形成されて、
　前記第１入力部または第２入力部は、方向移動入力が可能で、プッシュ入力（方向プッ
シュ入力）が可能であって、前記方向移動入力またはプッシュ入力によってそれぞれ当該
位置の配列文字に含まれる特定のデータが入力されることを特徴とする、文字入力装置。
【請求項４４】
　前記円板は放射状方向に水平移動が可能であることを特徴とする、請求項４３に記載の
文字入力装置。
【請求項４５】
　前記第１入力部または第２入力部の方向移動入力は、それぞれ互いに区別された２種類
の信号によって行われることを特徴とする、請求項４４に記載の文字入力装置。
【請求項４６】
　前記第１入力部または第２入力部のプッシュ入力は、それぞれ互いに区別された２種類
の信号によって行われることを特徴とする、請求項４４に記載の文字入力装置。
【請求項４７】
　前記第２入力部の方向移動入力は、第１入力部に向かったイン（Ｉｎ）方向及び第１入
力部の反対方向に向かったアウト（Ｏｕｔ）方向に区別することができ、前記イン方向及
びアウト方向を根拠として、それぞれ当該位置の配列文字に含まれた特定のデータが入力
されることを特徴とする、請求項４４または４６に記載の文字入力装置。
【請求項４８】
　前記感知部は、前記第２入力部の信号のみが感知される場合には、前記信号はアウト方
向の信号として判断し、前記第２入力部の信号が感知されて、所定の時間内に前記第１入
力部の信号が共に感知される場合には、前記信号はイン方向の信号として判断することを
特徴とする、請求項４７に記載の文字入力装置。
【請求項４９】
　前記第１入力部の方向移動入力によって入力されるデータは母音であることを特徴とす
る、請求項４５に記載の文字入力装置。
【請求項５０】
　前記第２入力部は、円周方向の連続的な信号によってボリュームの調節、またはマウス
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のスクロール機能が可能であることを特徴とする、請求項２５または４３に記載の文字入
力装置。
【請求項５１】
　前記入力手段は、前記第２入力部の周辺に円弧方向に第３入力部がさらに形成されてい
ることを特徴とする、請求項２５または４３に記載の文字入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字入力装置に関し、最小限の入力キーで文字、数字、記号などを１回の動
作によって入力することができて、文字入力の効率性を向上させた文字入力装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　ソフトウェアや半導体技術及び情報処理技術の発達に伴って情報機器がますます小型化
されており、このような情報機器での文字入力量及び重要度が日増しに大きくなっている
。
【０００３】
　しかし、このような情報機器での各種文字や命令語の入力には多くの問題がある。例え
ば、パソコンまたはノートパソコンに使用されるキーボードなどの入力装置は、サイズを
小さくするのに限界があるため、これら情報機器を小型化するのが難しく、ＰＤＡ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ Ｄａｔａ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）で使用するタッチスクリーン方式や携帯電
話で使用するキーパッド方式は、入力速度が遅くて打ち間違えることが多いため、不便で
あった。
【０００４】
　前記パソコン、ノートパソコン、ＰＤＡ、または携帯電話などの情報機器でより速い速
度で文字、数字、または記号などを入力するためには、１回の入力動作で１個の音素（文
字）が入力される、いわゆる１打１音素入力が行われる必要があるが、このような１打１
音素入力で入力の対象となる言語がハングルである場合には、２４個以上の文字を入力す
るためのボタンや入力キーが情報機器に配列される必要がある。入力の対象となる言語が
英語や日本語、またはその他の外国語である場合には、ハングルの場合よりさらに多くの
ボタンや入力キーが配列される必要があることもある。
【０００５】
　しかし、各種情報機器で使用しる従来の入力装置は、それぞれの入力キーに文字を割り
当てて指で打つか押して入力する方式であるので、入力キーの配列面積が狭い携帯電話な
どの個人携帯用情報端末器には、指のサイズ程度の入力キーを２４個以上配列するのは難
しい。
【０００６】
　したがって、それぞれの入力キーが方向性入力になれば、狭い空間でより多くのデータ
を処理することができ、これと関連して、韓国特許出願第１０-２００４-７９０８５号で
端末器１で多方向にスライディング移動するキー３を構成した端末器のスライディングキ
ー装置が開示された。しかし、前記スライディングキー装置は、携帯電話のキーパッドの
それぞれの入力キーが方向性入力になることを説明しているが、方向性入力キーが多いだ
けでなく、縦横方向に密集配置されているため、入力の正確度が低下して、非常に不便で
ある。例えば、１番の入力キーを北に移動入力して、８番の入力キーを南または９番の入
力キーを西に入力する場合には、キーパッド板を見ながら入力しなければならないだけで
なく、入力しても速くて正確な入力を行うのは難しい。
【０００７】
　また、指のサイズの入力キーを２４個以上個人携帯用情報端末器に配列するのは難しい
点が今までキーボードが小型化されにくかった理由であり、携帯電話の場合には、単に１
２個のボタンで２４字以上のハングル文字を全て入力するので、１個のボタンに複数個の
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文字を重複配列するしかなく、その結果、一つの文字（音素）を入力するために２回、３
回繰り返して入力する反復入力現象が頻繁に発生した。したがって、それだけ入力が遅く
なって不便であった。
【０００８】
　このような問題を解消するために、「天地人」のように所定の文字を組み合わせて入力
する文字入力方式が提案されたりもしたが、この方式によっても反復入力現象は解消する
ことができなかった。
【０００９】
　また、巻いて携帯することができるキーボードや、キーボードのイメージを底面に映写
して、その上で指でキーボードを入力する動作を行えば、指の位置を感知して入力が行わ
れる仮想レーザーキーボードなどの技術も提案された。
【００１０】
　しかし、前記のような種類の入力装置は、常に携帯しなければならないので不便であり
、床に置かれた状態でのみ入力が可能であるため、移動中に手で持って入力する必要があ
る個人携帯用情報端末器に適用するには不適切であるという問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、本発明の目的は、最小限の入力キーで文字、数字、記号などを１回の動作
によって入力することができて、入力に必要な空間を最小化して、迅速で正確な文字入力
が可能な文字入力装置を提供することにある。
【００１２】
　本発明の他の目的は、入力手段によって入力される信号のイン方向及びアウト方向を区
別することができて、狭い面積でも正確なデータ入力が可能な文字入力装置を提供するこ
とにある。
【００１３】
　本発明の他の目的は、反復入力が必要でなく、タッチ入力が可能であるため、データを
迅速に入力することができて、入力のための移動範囲が狭いので、使用者の不注意による
入力の誤作動を防止して、データを正確に入力することができる文字入力装置を提供する
ことにある。
【００１４】
　本発明の他の目的は、狭い面積内でも多量のデータを入力することができるので、多様
な情報機器に適用されて、前記情報機器の軽量化及び小型化を達成することができる文字
入力装置を提供することにある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、方向性入力が可能な複数の入力キーを東西南北の４方向など、放
射状に配置して、各入力キーで多様な文字入力を行うことができる文字入力装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記目的は、本発明による複数の方向性入力キーを備えた文字入力装置において、中央
から４放射方向に互いに均一な離隔距離を有して配置された４個の入力キーを含み、前記
各入力キーは、基準位置を中心に放射状に配置された複数の方向指示位置に向かって移動
可能であり、前記各方向指示位置に割り当てられた文字を入力する方向移動入力が可能で
ある入力手段を含む文字入力装置によって達成される。
【００１７】
　前記入力手段は、入力キーによって実現されるもので、スティックタイプやスライディ
ングボタンタイプであるが、これに限定されるわけではない。また、前記入力手段は、以
下の実施例では入力部として説明される。
【００１８】
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　前記方向移動入力は、前記各入力キーの移動距離に応じて２段以上の多段入力が可能で
ある。
【００１９】
　前記各入力キーは、入力キー全体が上下に移動する方向プッシュ入力が可能である。
【００２０】
　前記方向プッシュ入力は、前記各入力キーのプッシュ距離またはプッシュプッシュ圧力
差のうちのいずれかによって２段以上の多段入力が可能である。
【００２１】
　前記方向移動入力によって子音文字が、前記方向プッシュ入力によって母音文字が入力
される。
【００２２】
　前記中央に備えられて、前記方向移動入力または方向プッシュ入力のうちの一つ以上が
行われる中央入力キーをさらに含むことができる。
【００２３】
　前記中央入力キーは、２段以上の多段入力が可能であって、前記４個の入力キーの方向
移動入力によって子音文字が、前記中央入力キーの方向移動入力によって母音文字が入力
される。
【００２４】
　前記入力キーは、５個以上備えられることができる。
【００２５】
　前記入力キーは、前記中央から所定の半径を有する円に互いに均一な離隔距離で配置さ
れて、前記各入力キーの前記円の半径方向への方向移動入力によって母音文字が、前記半
径方向の横方向への方向移動入力によって子音文字が入力される。
【００２６】
　前記入力キーは、前記中央から所定の半径を有する円に互いに均一な離隔距離で配置さ
れて、前記各入力キーの前記円の半径方向への方向移動入力によって子音文字が、前記半
径方向の横方向への方向移動入力によって母音文字が入力される。
【００２７】
　前記各入力キーの前／後方向への方向移動入力によって子音文字が、左／右方向への方
向移動入力によって母音文字が入力される。
【００２８】
　前記各入力キーの前／後方向への方向移動入力によって母音文字が、左／右方向への方
向移動入力によって子音文字が入力される。
【００２９】
　前記入力キーは、前記基準位置から前記各方向指示位置に向かって傾いたスティックタ
イプである。
【００３０】
　前記入力キーは、前記基準位置から前記各方向指示位置に向かって水平移動が可能なス
ライディングボタンタイプである。
【００３１】
　前記入力キーが前記方向移動入力を行った後に前記基準位置に復帰させるリターン部を
さらに含むことができる。
【００３２】
　前記複数の入力キーまたは前記中央入力キーから構成された文字入力装置が左右二対で
備えられる。
【００３３】
　前記方向移動入力、方向プッシュ入力、または中央入力のうちのいずれかによって子音
文字が入力される。
【００３４】
　前記方向移動入力は、前記放射方向に２段入力、前記放射方向の横方向に１段入力が可
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能であり、前記方向プッシュ入力は、２段入力が可能であって、前記方向移動入力によっ
て子音文字が、前記方向プッシュ入力によって母音文字が入力される。
【００３５】
　前記方向移動入力は、前記放射方向の横方向に１段入力が可能であり、前記方向プッシ
ュ入力は、２段入力が可能であり、前記中央入力は、各放射方向に２段入力が可能であっ
て、前記方向プッシュ入力によって母音文字が、前記方向移動入力及び前記中央入力によ
って子音文字が入力される。
【００３６】
　また、前記方向移動入力は、前記各入力キーを押した状態及び押さない状態で前記各入
力キーの移動距離に応じてそれぞれ別途の２段以上の多段入力が可能である。
【００３７】
　この時、前記各入力キーは、入力キー全体が上下に移動する方向プッシュ入力が可能で
ある。
【００３８】
　また、前記方向プッシュ入力は、前記各入力キーのプッシュ距離またはプッシュ圧力差
のうちのいずれかによって２段以上の多段入力が可能である。
【００３９】
　前記中央に備えられて、前記方向移動入力または全体が上下に移動する方向プッシュ入
力のうちの一つ以上が行われる中央入力キーをさらに含むことができる。
【００４０】
　また、前記目的を達成するための本発明の文字入力装置は、信号によってデータを入力
する入力手段、前記入力手段の信号を感知する感知部、及び前記感知部によって感知され
る信号のうちの有効な信号を判断してデータを生成する制御部を含んで構成された文字入
力装置において、前記入力手段は、基準となる第１入力部、及び前記第１入力部の放射状
方向に形成されて、複数列の配列文字が配置される第２入力部を含んで形成されて、前記
第１入力部または第２入力部は、方向移動入力が可能で、プッシュ入力が可能であって、
前記方向移動入力またはプッシュ入力によってそれぞれ当該位置の配列文字に含まれる特
定のデータが入力される。
【００４１】
　この時、前記入力手段、第１入力部、及び第２入力部は、以下で説明する実施例ではそ
れぞれ入力部、中央入力キー、及び前記中央入力キーの周囲に配列される入力キーとして
説明される。
【００４２】
　また、前記第１入力部または第２入力部の方向移動入力は、それぞれ互いに区別される
２種類の信号によって行われ、この時、前記第２入力部の方向移動入力は短い移動距離を
有する信号と長い移動距離を有する信号とに区別することができ、前記第１入力部または
第２入力部のプッシュ入力は、それぞれ互いに区別される２種類の信号によって行われる
。
【００４３】
　同時に、前記第２入力部の方向移動入力は、第１入力部に向かったイン（Ｉｎ）方向及
び第１入力部の反対方向に向かったアウト（Ｏｕｔ）方向に区別することができ、前記イ
ン方向及びアウト方向を根拠として、それぞれ当該位置の配列文字に含まれる特定のデー
タが入力され、前記第２入力部の方向移動入力によって入力されるデータは子音であり、
前記第１入力部の方向移動入力によって入力されるデータは母音である。
【００４４】
　また、前記第２入力部は、それぞれ放射方向の４種類の信号中の前記イン方向及びアウ
ト方向を除いた他の２方向の信号によって文字、数字、または記号などのデータが入力さ
れるか、モード変更、取り消し、エンター、またはスペースなどの機能が入力される。
【００４５】
　また、前記第１入力部または第２入力部のプッシュ入力によって文字、数字、または記
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号などのデータが入力されるか、モード変更、取り消し、エンター、またはスペースなど
の機能が入力される。
【００４６】
　また、前記のような文字入力装置は、前記第１入力部及び第２入力部がそれぞれ別途の
キーで形成される入力キータイプである。この時、前記それぞれのキーはポインティング
デバイスであってもよく、前記第２入力部は、入力される信号の入力の長さを容易に区別
するための突起部がさらに形成される。
【００４７】
　さらに、前記のような文字入力装置は、前記入力手段がタッチスクリーン上に実現する
ことができる。前記入力手段がタッチスクリーン上に実現される場合、前記入力手段の第
１入力部は、スクリーン上に基準を示すための小さい点形態で実現され、前記第２入力部
は、前記第１入力部の周辺に放射方向の一定の領域に形成され、前記入力手段は、スクリ
ーン上で移動可能であり、前記入力手段の移動は、前記第１入力部または第２入力部を所
定の時間内に２回クリックした後で実行されるようにすることができる。また、前記入力
装置は、スクリーンの一側に前記第１入力部を移動させておける待機領域が存在し、前記
第１入力部を前記待機領域に移動させれば前記第２入力部の領域は無くなり、前記第１入
力部が待機領域から逸脱するように移動させれば前記第２入力部の領域が現れ、前記第２
入力部は、透明度の調節が可能である。また、タッチスクリーンだけでなく、タッチパッ
ドまたはタッチキーパッド上に実現することもできる。
【００４８】
　一方、本発明の他の文字入力装置は、信号によってデータを入力する入力手段、前記入
力手段の信号を感知する感知部、及び前記感知部によって感知される信号のうちの有効な
信号を判断してデータを生成する制御部を含んで構成された文字入力装置において、前記
入力手段は、基準となる第１入力部、及び前記第１入力部の放射状方向に形成されて、複
数列の配列文字が配置される第２入力部が一体形の板形に形成されて、前記第１入力部ま
たは第２入力部は、方向移動入力が可能で、プッシュ入力が可能であって、前記方向移動
入力またはプッシュ入力によってそれぞれ当該位置の配列文字に含まれる特定のデータが
入力される。
【００４９】
　また、前記円板は放射状方向に水平移動が可能であり、前記第１入力部または第２入力
部の方向移動入力は、それぞれ互いに区別される２種類の信号によって行われ、前記第１
入力部または第２入力部のプッシュ入力は、それぞれ互いに区別される２種類の信号によ
って行われる。
【００５０】
　また、前記第２入力部の方向移動入力は、第１入力部に向かったイン（Ｉｎ）方向及び
第１入力部の反対方向に向かったアウト（Ｏｕｔ）方向に区別することができ、前記イン
方向及びアウト方向を根拠として、それぞれ当該位置の配列文字に含まれる特定のデータ
が入力され、前記感知部は、前記第２入力部の信号のみが感知される場合には、前記信号
はアウト方向の信号として判断し、前記第２入力部の信号が感知されて、所定の時間内に
前記第１入力部の信号が共に感知される場合には、前記信号はイン方向の信号として判断
する。
【００５１】
　同時に、前記第１入力部の方向移動入力によって入力されるデータは母音であり、前記
第２入力部の方向移動入力によって入力されるデータは子音である。
【００５２】
また、前記第２入力部は、円周方向の連続的な信号によってボリュームの調節またはマウ
スのスクロール機能が行われ、前記入力手段は、前記第２入力部の周辺に円弧方向に第３
入力部がさらに形成される。
【００５３】
　本発明を具体的に説明するのに先立って、本明細書で別途に定義しない全ての技術用語
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及び科学的な関連用語は、本発明が属する技術分野で通用の通常の意味を示す。しかし、
下記の用語は、本発明の範囲を明確にするために、下記のように定義する。
【００５４】
用語の定義
　１）本明細書で、「方向移動入力Ｍ（図１参照）」とは、本発明の文字入力装置での入
力部１に備えられた入力キー１０´（図３参照）全体を同一平面上で任意の方向へ位置移
動（水平またはスライディング移動）させるか（図３乃至図５参照）、またはジョイステ
ィックなどのスティックタイプの入力キー１０を任意の角度または方向に傾けるなど（図
１及び図２参照）、入力キー１０を移動させて使用者が意図した文字、数字、または記号
などを入力することを意味する。
【００５５】
　しかし、入力キー１０の動作形態は、前記形態に限定されず、その他にも入力キー１０
を弾性（流動性）のある素材で製作して、入力キー１０の微細な流動を感知する感知手段
を備えることもできる。
【００５６】
　前記の場合、入力キー１０に水平または垂直方向に力を加えると、入力キー１０の全体
的な位置は移動しなくても、制御部４０には入力キー１０が移動して入力されるのと同様
な効果を伝達することができる。
【００５７】
　したがって、本明細書の「方向移動入力Ｍ」とは、入力部１０の動作及び形態に限定さ
れず、前記入力キー１０を水平方向または水平に近い横方向に押す（または力を加える）
行為を含み、結果的に、前記文字入力装置の制御部に入力キー１０が移動入力された結果
をもたらす全ての動作を含む。
【００５８】
　２）本明細書で、「方向プッシュ入力Ｐ」とは、入力キー１０全体を上下方向に昇降さ
せる動作によって使用者が意図した文字、数字、または記号を入力することを意味する。
【００５９】
　３）本明細書で、「母音」とは、外国語の場合、発音がハングルの母音に該当するか、
言語学上の分類基準によって同外国語のアルファベットを２種類に分けた時に相対的に個
数の少ないアルファベット集団に属するものを意味する。
【００６０】
　４）本明細書で、「文字」とは、ハングル文字、英文字、または日本語の文字など、各
国言語による狭い意味の文字を意味する他に、数字、記号などを含む。
【発明の効果】
【００６１】
　本発明による文字入力装置によれば、４個の入力キー（または中央入力キーを追加して
）で文字、数字、記号などを全て１回の動作によって入力することができるので、文字入
力に必要な空間を最小化することができ、迅速で正確な文字入力が可能である。
【００６２】
　また、各入力キーに配列される文字を入力キーの移動方向に応じて分割して配置するこ
とによって、使用者が入力キーの動作に簡単に慣れて、効果的な文字入力が可能である。
【００６３】
　また、本発明によれば、第１入力部及び第２入力部の同時動作を利用して狭い面積内で
も多量のデータを入力することができるので、連続した入力動作で反復動作が不要になっ
て、使用者の不注意による誤作動を防止して、正確なデータの入力が可能である。
【００６４】
　同時に、本発明によれば、簡単な構成及び使用方法によってデータ入力の利便性を提供
し、多様な情報機器に適用可能で、前記情報機器の軽量化及び小型化を達成することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
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【００６５】
【図１】本発明の第１実施例による文字入力装置の斜視図である。
【図２】図１に示された入力キーの断面図である。
【図３】本発明による第１実施例の変形例を示した斜視図である。
【図４】本発明の第２実施例による文字入力装置の斜視図である。
【図５】図４に示された入力キーの多様な実施例を示した断面図である。
【図６】図４に示された入力キーの多様な実施例を示した断面図である。
【図７】本発明による第２実施例の変形例を示した斜視図である。
【図８】本発明による文字入力装置で各入力キーの方向移動入力及び方向プッシュ入力に
よる子音文字及び母音文字の入力方法を説明するための概念図である。
【図９】図８の文字入力装置に中央入力キーが含まれた場合の文字の入力方法を説明する
ための概念図である。
【図１０】本発明による文字入力装置で各入力キーに対する組合わせ入力を説明するため
の斜視図である。
【図１１】ハングル文字の入力方式を説明するための斜視図である。
【図１２】ハングル文字の入力方式を説明するための斜視図である。
【図１３】日本語の文字の入力方式を説明するための斜視図である。
【図１４】日本語の文字の入力方式を説明するための斜視図である。
【図１５】本発明の第３実施例による文字入力装置を示した平面図である。
【図１６】図１５に示された実施例による実現方式を説明するための構成図である。
【図１７】本発明の第４実施例による文字入力装置を示した構成図である。
【図１８】本発明の第４実施例による文字入力装置を示した構成図である。
【図１９】本発明の第４実施例による文字入力装置を示した構成図である。
【図２０】本発明の第４実施例による文字入力装置を示した構成図である。
【図２１】図１７乃至図２０に示された実施例の適用例を示した正面図である。
【図２２】本発明の第５実施例による文字入力装置を示した斜視図である。
【図２３】図２２に示された実施例の構成を示した概略断面図である。
【図２４】図２２に示された実施例の作動を説明した概念図である。
【図２５】図２２に示された実施例のハングル配列状態の一例を示した概念図である。
【図２６】図２２に示された実施例の入力例を説明した概念図である。
【図２７】従来の技術による装置を示した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　以下、添付した図面を参照して、本発明による文字入力装置の第１実施例について詳細
に説明する。
【００６７】
　図１を参照すれば、本発明による文字入力装置で、入力部１、は中央から４放射方向に
互いに均一な離隔距離を有して配置された４個の入力キー１０を含み、各入力キー１０は
、基準位置を中心に放射状に配置された複数の方向指示位置Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４（図
６参照）に向かって移動可能であり、前記各方向指示位置Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４に割り
当てられた文字を入力する方向移動入力Ｍが可能である。
【００６８】
　ここで、前記方向移動入力Ｍを感知する移動感知部６１（図２参照）と、移動感知部６
１の感知結果に対応して、入力キー１０が感知された位置に対応する各方向指示位置Ｍ１
、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４に割り当てられた文字をメモリ部４５から抽出して入力する制御部４
０とをさらに含むことができる。
【００６９】
　また、前記制御部４０によって抽出された文字が表示される表示部５０をさらに含むこ
とができる。
【００７０】
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　図１は本実施例による文字入力装置における入力部１を示した斜視図である。
【００７１】
　図面を参照すれば、ケース２の中央には中央入力キー３０が備えられ、中央入力キー３
０を中心に所定の半径を有する円に沿って４個の入力キー１０が互いに均一な離隔距離を
有して配置されている。
【００７２】
　入力キー１０は、多様な形態に配列され、例えば、図面に示したように、中央入力キー
３０を中心にして１２時方向、３時方向、６時方向、９時方向に順次に第１入力キー１１
、第２入力キー１２、第３入力キー１３、第４入力キー１４を配列することができる。
【００７３】
　入力キー１０は、前記方向移動入力Ｍ及び方向プッシュ入力Ｐが可能である限り、多様
な種類に備えられる。
【００７４】
　例えば、図１に示されているように、スティックタイプであってもよく、図３に示され
ているように、スライディングボタンタイプであってもよい。
【００７５】
　図２を参照すれば、本実施例による入力キー１０は、キャップ１０ａと、キャップ１０
ａの内部に挿入されて、ケース２に向かって伸びる支持棒１０ｂと、支持棒１０ｂに支持
されて傾く時に移動感知部６１に接触するアクチュエータ１０ｃとを含むことができる。
【００７６】
　入力キー１０は、コイルスプリングなどのリターン部材７０によってケース２に支持さ
れて、各放射方向に傾くことができるように備えられる。
【００７７】
　アクチュエータ１０ｃ及び移動感知部６１は、各方向指示位置Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４
に対応して各放射位置に備えられ、アクチュエータ１０ｃ及び移動感知部６１の接触した
位置から入力キー１０がどの方向に傾いているかが分かる。
【００７８】
　したがって、制御部４０は、接触が感知された位置に対応する方向指示位置Ｍ１、Ｍ２
、Ｍ３、Ｍ４に割り当てられた文字コードをメモリ部４５から抽出して入力する。
【００７９】
　支持棒１０ｂの下部にはキャップ１０ａの昇降を感知するプッシュ感知部６５が備えら
れる。プッシュ感知部６５は、方向プッシュ入力Ｐを行う時に、支持棒１０ｂが下降して
接触すれば、これを感知して、制御部４０に検出結果を送信する。
【００８０】
　前記移動感知部６１及びプッシュ感知部６５は、多様な種類に備えられ、例えば、接触
センサーまたは圧力センサーなどである。
【００８１】
　ここで、方向移動入力Ｍ及び方向プッシュ入力Ｐは、２段以上の多段で行われ、スティ
ックタイプの場合、移動感知部６１は、アクチュエータ１０ｃの傾き程度を感知する光セ
ンサーを備えることができ、プッシュ感知部６５は、プッシュ距離やプッシュ圧力を感知
する圧力センサーで備えることもできる。
【００８２】
　リターン部材７０は、入力キー１０が方向移動入力Ｍが行われた後に基準位置に復帰す
るように備えられる。
【００８３】
　リターン部材７０は、多様な種類に備えられ、例えば、図２に示されているように、コ
イルスプリングである。その結果、スティックタイプの入力キー１０は、リターン部材７
０の復原力によって方向移動入力Ｍが行われた後に元の位置に復帰する。
【００８４】
　また、本実施例での入力キーは、図３に示されているように、一体形に連結されて備え
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られることもできる。
【００８５】
　一方、入力キー１０´は、図４乃至図６に示されているように、スライディングボタン
タイプであってもよい。
【００８６】
　図５を参照すれば、スライディングボタン１０ａの下部にはスライディングボタン１０
ａをケース２から所定の間隔で離隔させる支持部１０ｂが備えられ、支持部１０ｂの下部
には方向プッシュ入力Ｐが行われる時にケース２に接触してこれを感知するプッシュ感知
部６５が備えられる。この場合、支持部１０ｂは、所定の弾性を有する材質からなるのが
好ましい。
【００８７】
　スライディングボタン１０ａタイプの場合、方向移動入力Ｍを感知する方法は多様であ
る。
【００８８】
　例えば、図５に示されているように、スライディングボタン１０ａの下部にタッチパッ
ド５を備えて、スライディングボタン１０ａと共に移動する支持部１０ｂの接触位置を感
知することもでき、図５に示されているように、支持部１０ｂの移動経路上に接触センサ
ーなどの移動感知部６１を備えることもできる。
【００８９】
　この場合、多段の方向移動入力Ｍは、図６に示されているように、各移動経路上に２個
以上の移動感知部６１を順次に配置することによって実現される。
【００９０】
　一方、弾性材質を含み、支持部１０ｂとケース２との間に備えられて、方向移動入力Ｍ
が行われた入力キー１０´を基準位置に復帰させるリターン部材７０をさらに備えること
もできる。
【００９１】
　図６に示された本発明の第２実施例による入力キー１０の場合、方向プッシュ入力Ｐを
行うためにスライディングボタン１０ａの内部にプッシュ感知部６５を備えて、スライデ
ィングボタン１０ａが昇降する時に支持部１０ｂに接触させることができる。
【００９２】
　ここで、中央入力キー３０は、前記入力キー１０または１０´と同一な構成を有するの
で、これについての説明は入力キー１０の説明で代替する。
【００９３】
　図７は図４に示された文字入力装置の変形例である。つまり、図４での各入力キー１０
は、上下左右４方向に方向移動入力が可能であるが、図７での各入力キー１０は、内向方
向及び外向方向への方向移動入力が可能である。この時、図７での各入力キーも、図４と
同様に方向プッシュ入力が可能である。
【００９４】
　また、図７では入力キーが内向方向及び外向方向への方向移動入力及び方向プッシュ入
力を行うので、入力文字の個数を増加させるために二対で備えられている。
【００９５】
一方、各入力キーが中央入力キーを中心に４方向に配列されているが、５方向、６方向、
７方向、及び８方向に配列することもできる。
【００９６】
以下、図８及び図９を参照して、前記の構造からなる本発明による文字入力装置の作動を
説明する。
【００９７】
　図８は中央入力キー３０が備えられていない場合を示した図面であり、図９は中央入力
キー３０が備えられた場合を示した図面である。
【００９８】
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　入力キー１０は、図８に示されているように４個で備えられ、それぞれ複数の方向指示
位置Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４を有する。
【００９９】
　各入力キー１０に備えられた方向指示位置Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４の数及び方向は、図
８の（ｃ）に示されているように４個が全て同一であることも、図８の（ａ）、（ｂ）、
（ｄ）に示されているように互いに異なることもある。
【０１００】
　図８の（ａ）は、中央Ｃを中心に各入力キー１０が半径方向へは１段の方向移動入力Ｍ
が、円周方向（または接線方向）へは２段の方向移動入力Ｍが備えられた場合を示す。
【０１０１】
　この場合、一つの入力キー１０には６個Ｍ１、Ｍ２１、Ｍ２２、Ｍ３、Ｍ４１、Ｍ４２
の文字が割り当てられるので、全体的に総計２４個の文字（または記号、数字など）が割
り当てられる。
【０１０２】
　また、各入力キー１０の半径方向への移動（図８の（ａ）で点線で示された部分）には
母音文字を割り当て、円周方向への移動（実線で示された部分）には子音文字を割り当て
ることができる。
【０１０３】
　この場合、各入力キー１０の入力方向に応じて子音文字及び母音文字が異なって割り当
てられるので、使用者が入力キー１０の動作に簡単に慣れることができる。
【０１０４】
　図８の（ｂ）は、図８の（ａ）と反対に、半径方向への方向移動入力Ｍには子音文字が
割り当てられ、円周方向への方向移動入力Ｍには母音文字が割り当てられた場合を示す。
【０１０５】
　一方、図８の（ｃ）のように、各入力キー１０が４放射方向に全て２段入力で行われる
ようにすることもできる。
【０１０６】
　この場合、入力キー１０に割り当てられる文字の総数は８×４の３２個となる。したが
って、ハングル文字２４個及び英文字２６個を全て配列しても残り、残った位置には記号
、数字やエンター、スペース、取り消しなどの機能が割り当てられる。
【０１０７】
　また、文字入力の場合にも、縦方向の方向移動入力Ｍには母音文字を割り当て、横方向
の方向移動入力Ｍには子音文字を割り当てることもできる。
【０１０８】
　図８の（ｄ）は、方向移動入力Ｍに方向プッシュ入力Ｐまで追加された場合を示す。
【０１０９】
　この場合、方向移動入力Ｍ及び方向プッシュ入力Ｐが全て適用された場合には、前記３
２個に加えて８個が追加され、総計４０個の文字の割り当てが可能である。
【０１１０】
　場合によっては、図８の（ｄ）のように、一部の方向移動入力Ｍを制限しても３２個の
文字の割り当てが可能であるので、ハングル文字、英文字の割り当ての他にも、記号、数
字、機能などを追加的に割り当てることができる。
【０１１１】
　図９は中央入力キー３０が含まれた場合を示した図面である。
【０１１２】
　図９の（ａ）は、中央入力キー３０が外部の入力キー１０と同様に、４放射方向にそれ
ぞれ２段の方向移動入力Ｍが可能に備えられた場合を示し、図９の（ｂ）は、８放射方向
に１段の方向移動入力Ｍのみが可能に備えられた場合を示す。
【０１１３】
　ここで、前記入力キー１０及び中央入力キー３０は、４方向、８方向など各方向指示位
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置Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４の数を自由に変更することができ、多段入力の場合も自由に適
用される。
【０１１４】
　したがって、４個の入力キー１０で１回の動作によって入力することができる文字の総
数は、放射方向の数、多段入力の数、方向プッシュ入力Ｐの適用有無、及び中央入力キー
３０の適用有無によって最小１６個から最大５０まで可能である。
【０１１５】
　また、本発明による文字入力装置で、入力部１を左右に二対で備えれば、入力すること
ができる文字の数は２倍に増加し、この場合、二対の入力部１に子音文字及び母音文字を
分割して配置することもでき、記号及び数字を分割して配置することもできる。
【０１１６】
　したがって、文字（ハングル文字と英文字は重複して割り当てて、モード転換によって
入力）２６個と、数字（０～９、＊、＃）１２個との他にも、機能（エンター、スペース
、取り消しなど）、モード転換特殊文字などを全て配列することができる。
【０１１７】
　一方、中央入力キーで方向移動入力を行った状態で各入力キーの方向プッシュ入力を行
うことによって、新たな文字を入力することも可能である。また、中央入力キー及び各入
力キーの方向移動入力及び方向移動入力を組み合わせることはもちろん、中央入力キーに
対する入力及び入力キーに対する入力を組み合わせて、数字、記号などをさらに入力する
こともできる。
【０１１８】
　このために、前記中央入力キー及び各入力キーは、指一本で入力するように指一本（例
えば、親指）の範囲内に含まれるのが好ましい。これは、前記文字入力装置をマウスとし
て使用する場合に、中央入力キーでマウスポインタを移動させ、各入力キーでマウスの左
ボタン、右ボタン、またはスクロールボタンなどの一つ以上の命令を行うようにするのに
有用である。この時、マウスポインタを移動させて、マウスの左ボタンや右ボタンを共に
操作することによって、ドラッグやファイルなどが可能であるので、中央入力キー及び各
入力キーを共に操作することができるということは、非常に効果的な性能を発揮する。
【０１１９】
　同時に、中央入力キーに対する指の接触を感知するタッチ感知手段を追加的に備え、前
記タッチ感知手段によって指の接触が感知される場合及び感知されない場合に、各入力キ
ーによって入力される文字を互いに異ならせることもできる。
【０１２０】
　したがって、前記中央入力キー及び各入力キーを普通に入力する時には文字入力を行い
、指を中央入力キーに接触させた状態（タッチ感知手段に接触が感知された状態）ではマ
ウスとしてモード変更なくそのまま使用することができる。
【０１２１】
　一方、図１０は、方向移動入力及び方向プッシュ入力が組み合わせられた形態を説明す
るための図面であって、特に、図７に示された実施形態で有用に使用される。詳しく説明
すれば、図１０の（ａ）は、内向入力及び外向入力を連続して行うことによって新たな文
字を入力するためのものであり、図１０の（ｂ）及び（ｃ）は、方向プッシュ入力及び内
向入力または外向入力を行うことによって新たな文字を入力するためのものであり、図１
０の（ｄ）は、方向プッシュ入力と内向入力及び外向入力とを連続して行うことによって
新たな文字を入力するためのものである。
【０１２２】
　このような組み合わせによる文字入力で、方向プッシュ入力と内向入力及び外向入力と
だけを行う場合に比べて、より多くの個数の文字入力が可能になる。
【０１２３】
　図１１乃至図１４を参照して、本実施例における文字入力装置による文字入力方式を説
明する。この時、図１１及び図１２はハングル文字の入力方式を説明するための図面であ
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り、図１３及び図１４は日本語の文字の入力方式を説明するための図面である。
【０１２４】
　まず、ハングル文字の入力方式を説明すれば、図１１に示されているように、文字入力
装置の入力キー１０にはそれぞれ放射状に４方向入力（以下、「１段方向移動入力」と言
う）、プッシュ入力２段（以下、「１段方向プッシュ入力」及び「２段方向プッシュ入力
」と言う）、及び押した状態で放射状に４方向入力（以下、「２段方向移動入力」と言う
）が可能である。したがって、一つの入力キー１０によって総計１０個の文字の入力が可
能である。
【０１２５】
　そして、図１１に示されているように、放射状に配列された４個の入力キー１０のそれ
ぞれでは、１段方向移動入力によってハングル子音が入力され、２段方向移動入力によっ
てハングル母音が入力される。また、一つの入力キー１０に配列される子音及び母音は、
配列された子音及び母音のキーボード位置を覚えやすくするように同一語源から変形され
るものをまとめて配列するのが好ましい。
【０１２６】
　同時に、中央に配列された中央入力キー３０については「数１」、「数２」、「数３」
、「数４」が割り当てられ、図１１でハングル子音または母音が割り当てられない入力に
対してはスペース、削除、確認、メニューなどの機能命令を配列することができる。
【０１２７】
【数１】

【０１２８】
【数２】

【０１２９】
【数３】

【０１３０】
【数４】

【０１３１】
　一方、図１１に示されたハングル子音及び母音は、図１２に示されているように二対で
構成されることもできる。より詳しく説明すれば、左側の入力キーにはハングル子音が配
列され、右側の入力キーにはハングル母音が配列される。この時にも、子音または母音が
割り当てられない入力に対してはスペース、削除、確認、メニューなどの機能命令を配列
することができる。
【０１３２】
　次に、日本語のひらがな及びカタカナを入力する場合について説明すれば、図１３及び
図１４に示されているように、日本語は二対の４方向入力キーまたは一対の８方向入力キ
ーで実現することができる。
【０１３３】
　つまり、図１３に示されているように、４方向二対の各入力キー１０を押す方向プッシ
ュ入力にひらがなの基本８字（「あ」、「か」、「さ」、「た」、「な」、「は」、「ま
」、「ら」）を配列し、前記各入力キー１０に基本字に対する派生字（例えば、基本字が
「あ」である場合は、「い」、「う」、「え」、「お」）を方向移動入力に配列する。そ
して、中央入力キー３０に基本８字以外の残りの文字（「や」、「ゆ」、「よ」、「を」
、「ん」、「わ」）とスペース、削除、確認、メニューなどの機能命令を配列する。
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【０１３４】
　この時、図１３に示されたひらがなからカタカナへの変換は、前記機能命令のうちの一
つで行うことができる。
【０１３５】
　また、日本語のひらがな及びカタカナは、図１４に示されているように、一対８方向の
入力キーでも実現することができる。つまり、８方向の各入力キーに基本８字及びそれぞ
れの派生字を方向プッシュ入力及び方向移動入力で配列する。そして、中央入力キー３０
には基本８字以外の文字及びスペース、削除、確認、メニューなどの機能命令を配列する
。この時、前記中央入力キー３０では、このような入力を可能にするために、方向プッシ
ュ入力及び方向移動入力をそれぞれ２段に配列するのが好ましい。
【０１３６】
　また、ひらがなやカタカナで濁音、半濁音、及び促音を表現するためには、各入力キー
１０に対して方向プッシュ入力を行った状態で方向移動入力を行って、当該文字を濁音、
半濁音、または促音に変換して入力することができる。
【０１３７】
　このような濁音、半濁音、及び促音を入力する方法は、これに限定されるわけではなく
、入力キー１０を押す回数に応じて濁音、半濁音、及び促音が入力されるようにすること
もできる。例えば、入力キー１０に対して方向プッシュ入力を１回行った後で方向移動入
力を行えば濁音が入力され、入力キー１０に対して方向プッシュ入力を２回行った後で方
向移動入力を行えば半濁音を入力することができる。
【０１３８】
　以上のような文字の配列は、漢字及び英語のアルファベットにも適用される。特に、漢
字の場合には、各入力キーの方向プッシュ入力に基本字（または部首）（例えば、「人」
、「口」など）を配列し、各入力キーの方向移動入力によっては前記基本部首から派生さ
れる漢字または部首が入力されるようにすることもできる。例えば、特定の入力キーの方
向プッシュ入力に基本字「人」が配列された場合には、前記入力キーの方向移動入力には
「入」、「卜」などの派生される漢字または部首が入力され、基本字「口」が配列された
場合には、「回」、「品」、「日」、「田」などの派生される漢字または部首が入力され
る。
【０１３９】
　また、図１１乃至図１４ではスティックタイプの入力キーで実現されることを例示した
が、図４に示されたスライディングボタンタイプの入力キーでも実現されることもでき、
タッチスクリーン、タッチパッドまたはタッチキーパッド上で実現されることもできる。
同時に、それぞれの入力キーに対する方向は４方向または８方向に限られるわけではなく
、５方向、６方向、または７方向に備えられることもできる。
【０１４０】
　次に、本発明による文字入力装置の第３実施例について説明する。
【０１４１】
　図１５は本実施例による文字入力装置を示した平面図であり、図１６は本実施例による
文字入力装置による文字入力方式を説明する構成図である。
【０１４２】
　図示されているように、本実施例による文字入力装置では、入力キー１０が２方向にス
ライディングボタンタイプで実現され、方向移動入力及び押した状態での方向移動入力で
それぞれの入力動作に割り当てられた文字が入力されることを例示している。また、前記
入力キー１０を方向プッシュ入力で割り当てられた文字を入力することもできる。同時に
、前記方向移動入力、押した状態での方向移動入力、及び方向プッシュ入力のうちの一つ
以上の入力を行う中央入力キー３０をさらに備えることができる。
【０１４３】
　この時、前記入力キー１０の配列は４方向二対または８方向一対で実現することができ
るが、前記入力キー１０の配列はこれに限定されるわけではない。また、本実施例での入
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力キー１０はスライディングボタンタイプに限定されず、スティックタイプで実現するこ
ともでき、入力キー１０でないタッチスクリーン、タッチパッド、またはタッチキーパッ
ド上で実現することもできる。
【０１４４】
　本実施例での実現方式をより詳しく説明する。
【０１４５】
　図１６の（ａ）乃至（ｄ）は図１２の文字入力装置での入力キー１０の作動を示した構
成図である。図１６の（ａ）に示されているように、本実施例の入力キー１０は、円周方
向に沿って上下左右にそれぞれ配置され、それぞれの接線方向に１方向、２方向（１方向
の反対方向）、入力キー１０を押した状態での１方向、入力キー１０を押した状態での２
方向の方向移動入力が行われる（各入力キー１０に総計４個の方向移動入力）。
【０１４６】
　または、図１６の（ｂ）に示されているように、入力キー１０は、中心に斜めに（例え
ば、４５度の角度）配置され、それぞれ１方向、２方向（１方向の反対方向）、入力キー
１０を押した状態での１方向、入力キー１０を押した状態での２方向の方向移動入力が行
われる（各入力キー１０に総計４個の方向移動入力）。
【０１４７】
　そして、図１６の（ｃ）に示されているように、入力キー１０は、円周方向に沿って上
下左右にそれぞれ配置され、それぞれの左右方向に１方向、２方向（１方向の反対方向）
、入力キー１０を押した状態での１方向、入力キー１０を押した状態での２方向の方向移
動入力が行われる（各入力キー１０に総計４個の方向移動入力）。
【０１４８】
　同時に、図１６の（ｄ）に示されているように、円周方向に沿って上下左右にそれぞれ
配置され、それぞれの上下左右方向に１方向、２方向（１方向の反対方向）、３方向、及
び４方向（１方向及び２方向に直角方向）、入力キー１０を押した状態での１方向、２方
向、３方向、及び４方向の方向移動入力が行われる。この時、各入力キー１０で２段方向
プッシュ入力が可能に実現することができる（各入力キー１０に総計８個の方向移動入力
）。
【０１４９】
　したがって、前記各入力キー１０による入力文字数は、図１６の（ａ）乃至（ｃ）の場
合には４個になり、図１６の（ｄ）の場合には８個になる。この時、前記各入力キー１０
で方向プッシュ入力が可能であり、このような方向プッシュ入力が２段に備えられれば、
各入力キー１０で入力可能な入力文字数はそれぞれ２つが増加される。
【０１５０】
　そして、中央入力キー３０は、２段方向プッシュ入力及び上下左右方向に１方向、２方
向（１方向の反対方向）、３方向、及び４方向（１方向及び２方向に直角方向）、中央入
力キー３０を押した状態での１方向、２方向、３方向、及び４方向の方向移動入力で文字
を入力することができる。したがって、中央入力キー３０まで考慮すれば、図１６の（ａ
）乃至（ｃ）では３４種類（４個の入力キー１０によって方向移動入力１６種類及び方向
プッシュ入力８種類、そして中央入力キー３０によって方向移動入力８種類及び方向プッ
シュ入力２種類）、図１６の（ｄ）では５０種類（４個の入力キー１０によって方向移動
入力３２種類及び方向プッシュ入力８種類、そして中央入力キー３０によって方向移動入
力８種類及び方向プッシュ入力２種類）の文字を入力することができる。
【０１５１】
　このような本実施例で、文字入力が入力キー１０によって行われることが例示されたが
、タッチスクリーンやタッチパッド上でタッチ方式によって行われることもできる。また
、前記入力キー１０及び中央入力キー３０でのそれぞれの方向移動入力４種類を基本とし
、各入力キー１０及び中央入力キー３０での方向プッシュ入力は付随的に備えられる。
次に、本発明による文字入力装置の第４実施例について説明する。
【０１５２】
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　図１７乃至図２０は本発明による文字入力装置の第４実施例を示した構成図である。
本実施例での入力キー１０及び中央入力キー３０は、方向移動入力または方向プッシュ入
力を利用して文字を入力し、前記方向移動入力及び方向プッシュ入力はそれぞれ区別され
る２種類の信号を有する。
【０１５３】
　まず、前記各入力キー１０及び中央入力キー３０の方向移動入力は、水平方向の力が加
えられるもので（感知のために垂直方向の力も一部伝達される）、短い移動距離を有する
信号及び長い移動距離を有する信号に分れられ、水平方向の加圧の強さによって区別され
る２種類の信号を有することができる。距離または加圧の強さを利用する場合、一定の距
離または圧力が基準となって、以下の図面で入力方向及び長さまたは加圧の差は便宜上矢
印によって示す。また、前記入力キー１０の方向移動入力は、中央入力キー３０に向かっ
たイン（Ｉｎ）方向及び中央入力キー３０の反対方向に向かったアウト（Ｏｕｔ）方向に
区別することができ、前記イン方向及びアウト方向を根拠として、それぞれ当該位置の配
列文字に対応する特定のデータが入力される。
【０１５４】
　前記のような文字入力装置は、大きく入力キータイプ、タッチスクリーンタイプ、及び
円板形タイプで実現することができ、前記タイプは本発明の文字入力装置を説明するため
の実施例によって多様な形態で実現される。
【０１５５】
　前記図１７乃至図２０に示された文字入力装置は、入力キータイプの文字入力装置を示
した図面で、前記図１７は、中央に中央入力キー３０が形成されて、前記中央入力キー３
０の周辺に円弧方向の４方向に入力キー１０が備えられた一実施例を示し、前記図１７の
（ａ）は、前記入力部１で前記入力キー１０はそれぞれ信号の方向及び入力の長さに応じ
て４種類の信号が可能であることを示し、前記図１７の（ｂ）は、前記中央入力キー３０
の入力によって４方向にそれぞれ２種類の信号が可能であることを示した。
【０１５６】
　前記入力キー１０の４種類の信号は、イン方向の第１信号である場合、前記アウト方向
の第１信号である場合、前記イン方向の第２信号である場合、前記アウト方向の第２信号
である場合を意味し、この時、それぞれの信号によって当該位置の配列文字に含まれるデ
ータが入力される（前記第１信号及び第２信号は方向移動入力の移動距離または加圧の強
さで区分される２種類の信号を意味する）。
【０１５７】
　前記配列文字は、前記４種類の信号によって最小４列を有することができ、前記配列文
字は、ハングル、アルファベットなどの文字を含んで、記号、数字などを処理することが
できるデータであれば限定なく備えられ、前記入力キー１０の方向移動入力によって入力
されるデータは子音であるのが好ましい。
【０１５８】
　この時、入力キー１０を入力する時に中央入力キー３０が共に入力されることもあるが
、前記（プッシュ及び移動などの）感知部（６１、６５など）は、入力キー１０が入力さ
れた後から所定の時間以内に前記中央入力キー３０が感知されるのは無視して、前記入力
キー１０の信号のみを処理して、近接して位置した中央入力キー３０の誤入力を防止する
のが好ましい。
【０１５９】
　また、前記入力キー１０は、放射方向の４種類の信号（互いに垂直な４つの方向）中の
前記イン方向及びアウト方向を除いた他の２方向の信号によって文字、数字、または記号
などのデータが入力されるか、モード変更、取り消しエンター、またはスペースなどの機
能が入力されることができる。
【０１６０】
　前記４列の配列文字を含んでより多くの種類のデータを入力する場合、前記中央入力キ
ー３０の単独的な信号によってそれぞれ２列のデータをさらに入力可することができる。
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より詳しく説明すれば、前記中央入力キー３０の信号が第１信号である場合に、及び前記
中央入力キー３０が第２信号である場合を意味し、４方向に応じて総計８個のデータが配
列されて、それぞれ当該位置の配列文字に含まれるデータが入力される。この時、前記中
央入力キー３０の方向移動入力によって入力されるデータは母音であるのが好ましい。
【０１６１】
　前記入力キー１０が前記中央入力キー３０の周辺に円弧方向に４個備えられる場合、そ
れぞれ４個のデータが６列に配列されるので、総計２４個のデータが入力され、使用者が
放射状の４方向を正確に認識するために、前記入力キー１０が前記中央入力キー３０の周
辺に４個備えられるのが好ましく、データの種類及び必要に応じて前記入力キー１０の個
数及び認識可能な方向の個数も変化する。
【０１６２】
　前記図１８は前記図１７のように前記中央入力キー３０及び入力キー１０がそれぞれ別
途のキーで形成された入力キータイプで備えられ、中央に形成された中央入力キー３０の
周辺に円弧方向に６方向の入力キー１０が備えられた一例を示した図面である。
前記図１８に示されているように、前記中央入力キー３０の周辺に円弧方向に形成される
入力キー１０の個数が増加するほど、入力可能なデータの量が多くなるので、多様な種類
のデータをモード変換なく入力する場合に適しており、この時、前記入力キー１０は、入
力動作によってそれぞれが妨害されない範囲で多様な形態に形成されることができる。
【０１６３】
　また、本発明の文字入力装置は、前記図１９に示されているように、前記入力キー１０
に入力の長さの確実な差を確認する突起部１５がさらに形成される。この時、前記入力キ
ー１０は、スティックタイプでないタッチスクリーンやタッチパッドタイプで実現される
のが適当である。
【０１６４】
　前記突起部１５は、使用者のタッチ入力が不便でない程度の高さに形成されなければな
らず、使用者に入力可能な領域の表示が可能な程度に形成されるのが好ましい。
【０１６５】
　前記突起部１５は、図１９で長いバー（Ｂａｒ）形態で示したが、半円形、点線、また
は一つの円形突起部のように多様な形態に製作することができる。
【０１６６】
　前記図２０は前記入力キー１０の周辺に円弧方向に外側入力キー２０がさらに形成され
た一例を示した図面である。前記図２０は、感知ラインの形態で前記入力キー１０の周辺
に６個の感知ラインが形成された形態を示したが、入力されるデータの種類に応じて多様
な個数を有する外側入力キー２０が形成され、前記外側入力キー２０は、前記図１７乃至
図１９に示された中央入力キー３０及び入力キー１０のようにボタンタイプで形成される
こともでき、この他にも多様な形態で製作される。
【０１６７】
　前記外側入力キー２０が備えられる場合、前記外側入力キー２０が感知されるか、前記
入力キー１０及び外側入力キー２０が所定の時間以内に共に感知される場合に、当該位置
の配列文字に含まれるデータを入力することができる。
【０１６８】
　また、前記図１７乃至図２０に示したように、本発明の入力部１が別途の入力キーで形
成される場合、前記それぞれのキーはポインティングデバイスで実現される。前記ポイン
ティングデバイスの一例としてスティックポインタは、垂直方向のプッシュ入力だけでな
く、水平または水平と垂直な方向の移動が可能であるので、使用者に移動感を提供して、
より確実な入力が可能になる。
【０１６９】
　また、図示されたようなスティックポインタの他にも、類似した方式であるスライディ
ングタイプによる入力部１も利用される。
【０１７０】
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　図２１は第４実施例による文字入力装置の適用例で、前記ＰＤＡのようにタッチスクリ
ーン上で実現することができる。タッチスクリーン上に本発明の文字入力装置が実現され
る場合、前記中央入力キー３０は、スクリーン上に基準を示すための小さい点で実現され
、前記入力キー１０は、前記中央入力キー３０の周辺に放射方向の一定の領域に形成され
る。　
【０１７１】
　前記中央入力キー３０が小さい点形態で実現される場合に、前記点形態とは円形及び多
角形を含む用語で、使用者が確認できるように基準の役割を担うように実現される。
【０１７２】
　前記タッチスクリーンタイプで、前記中央入力キー３０は、使用者が認識できる小さい
点で実現され、前記中央入力キー３０を透明に設定することができ、入力と同時に画面を
確認するようにして、入力のためのスクリーン上の別途の空間が不要になって、画面をよ
り効率的に活用する長所がある。
【０１７３】
　また、前記入力部１は、スクリーン上で移動することができる。前記入力部１の移動は
、特定の信号を入力した後で前記入力部１をドラッグして所望の地点に移動させるのが好
ましく、この時、前記特定の信号は、前記中央入力キー３０または入力キー１０を所定の
時間内に２回クリックすることによって前記特定の信号が入力された後で移動可能にして
、一般的なデータの入力が妨害されないようにするのが好ましい。
【０１７４】
　また、前記入力装置は、スクリーンの一側に前記中央入力キー３０を移動させておく待
機領域が存在し、前記中央入力キー３０を前記待機領域へ移動させれば、前記入力キー１
０の領域は無くなり、前記中央入力キー３０を待機領域から逸脱するように移動させれば
、前記入力キー１０の領域が現れる。つまり、前記入力部１が不要である場合に、一般の
ウィンドウ環境のようにスクリーンの一側に待機領域が存在して、前記入力キー１０の領
域を消したり現れるように設定するのが好ましい。
【０１７５】
　また、前記待機領域で入力キー１０の領域は無くなるようにするのが好ましく、前記中
央入力キー３０を移動させるだけでなく、前記待機領域を２回タッチするか、擦る動作に
よって入力キーの領域が現れるように設定することもできる。
【０１７６】
　前記タッチスクリーン上に本発明の文字入力装置が実現される場合、前記第１信号と第
２信号とは入力の長さによって区別されるようにするのが好ましく、前記感知部は、入力
される最初の信号及び最終信号の位置を分析して、第１信号及び第２信号を区別すること
ができる。
【０１７７】
　従来のＰＤＡは、タッチ入力のための別途のスクリーンが形成され、前記スクリーンに
は入力キー１０と同様なボタン領域が存在するので、それぞれのボタンをタッチする時に
隣接するボタン領域を共にタッチして誤入力される問題があり、前記ボタンが形成された
一定の領域は他のウィンドウをかくすため、使用が不便であったが、前記のように、本発
明は、最小限の領域及び透明な入力キー１０の領域設定で、画面をかくさずに入力が可能
な長所がある。
【０１７８】
　また、本発明の文字入力装置は、図示したＰＤＡの他にも、タッチスクリーンを利用す
る多様な機器及び前記で言及された方法のように多様な情報機器に適用が可能な長所があ
る。
【０１７９】
　次に、本発明による文字入力装置の第５実施例について説明する。
【０１８０】
　本実施例での文字入力装置は、円板形の入力部１に形成することができ、その例を図２
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２に示した。
【０１８１】
　本実施例での円板形の文字入力装置は、信号によってデータを入力する入力部１、前記
入力部の信号を感知する感知部（図示せず）、及び前記感知部によって感知される信号の
うちの有効な信号を判断してデータを生成する制御部（図示せず）を含んで構成された文
字入力装置において、前記入力部１は、基準となる中央入力キー３０、及び前記中央入力
キー３０の放射状方向に形成されて、複数列に配列文字が配置される入力キー１０が一体
形である板形に形成され、前記中央入力キー３０または入力キー１０は、方向移動入力が
可能で、プッシュ入力によってそれぞれ当該位置の配列文字に含まれる特定のデータが入
力される。また、前記円板は、放射状方向に水平移動が可能で、前記中央入力キー３０ま
たは入力キー１０の方向移動入力及びプッシュ入力は、区別される２種類の信号を有する
。
【０１８２】
　前記入力キー１０の方向移動入力は、前記中央入力キー３０に向かったイン（Ｉｎ）方
向及び中央入力キー３０の反対方向に向かったアウト（Ｏｕｔ）方向に区別することがで
き、前記イン方向及びアウト方向を根拠として、それぞれ当該位置の配列文字に含まれる
特定のデータが入力される。この時、感知部は、前記入力キー１０の信号のみが感知され
る場合には、前記信号はアウト方向の信号として判断し、前記入力キー１０の信号が感知
されて、所定の時間内に前記中央入力キー３０の信号が共に感知される場合には、前記信
号はイン方向の信号として判断する。
【０１８３】
　前記円板形タイプの文字入力装置は、円板の移動が可能なように中央に弾性体８０がさ
らに備えられ、本発明の文字入力装置は、前記弾性体８０の他にも、前記円板を支持して
、前記中央入力キー３０及び入力キー１０がそれぞれ区別可能な第１信号及び第２信号を
有し、円板が水平移動されるようにする手段であれば、多様に応用することができる。
前記中央入力キー３０の第１信号と共に円板が移動して入力キー１０の信号が感知された
場合、及び前記中央入力キー３０の第２信号と共に円板が移動して入力キー１０の信号が
感知された場合に、それぞれ当該位置の配列文字に含まれるデータを入力することができ
る。
【０１８４】
　図２３に示したように、前記入力部１が中央入力キー３０及び入力キー１０が一体形に
形成された円板に形成される場合、前記第１信号及び第２信号は加圧によって区別される
１段プッシュ入力及び２段プッシュ入力であるのが好ましく、図２２を参照してより詳し
く説明すれば、前記入力キー１０の信号のみが感知される１段プッシュ入力及び２段プッ
シュ入力、前記入力キー１０の信号が感知されて、所定の時間内に共に感知される信号が
１段プッシュ入力及び２段プッシュ入力によるものの前記４種類の信号によって当該位置
のデータが入力される。また、前記中央入力キー３０の１段プッシュ入力と共に円板が移
動した場合、及び前記中央入力キー３０の２段プッシュ入力と共に円板が移動した場合の
２種類によっても、それぞれ当該位置の配列文字に含まれるデータが入力される。
【０１８５】
　前記１段プッシュ入力及び２段プッシュ入力を利用する場合、前記感知部は、使用者の
プッシュによる前記中央入力キー３０の移動によってスイッチングされるプッシュスイッ
チまたは使用者のプッシュによって加えられた圧力を感知する圧力センサーなどを利用す
ることができ、プッシュ入力が行われた前記中央入力キー３０を初期位置に復帰させるリ
ターン部材がさらに備えられる。
【０１８６】
　前記１段プッシュ入力は、小さい力でやさしく押されることが感知され、より強い力で
前記中央入力キー３０を押すと２段プッシュ入力が感知されるようにすることができる。
この時、前記１段プッシュ入力及び２段プッシュ入力の差を与えるために、前記感知部に
メタルドームがさらに備えられる。前記メタルドームがさらに備えられた場合、２段プッ
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シュ入力時にはメタルドームがスイッチングされて使用者がクリック感を感じるようにし
て使用者が確実に区別するようにして、使用者の誤作動を減少させる長所がある。２段プ
ッシュ入力時には１段プッシュ入力を経て入力が感知されるので、所定の時間内に１段プ
ッシュ入力、２段プッシュ入力が共に発生すれば、前記制御部は前記１段プッシュ入力に
よる信号を無視して前記２段プッシュ入力による信号のみを処理して、前記１段プッシュ
入力及び２段プッシュ入力が区分されて、それぞれのデータが入力される。
【０１８７】
　図２４は前記図２２に示された文字入力装置の作動を説明した概念図であり、図２４の
（ａ）及び図２４の（ｂ）は、前記入力キー１０の信号がそれぞれ１段プッシュ入力及び
２段プッシュ入力によるものでアウト方向として判断される信号を示した図面であり、前
記図２４の（ｃ）及び図２４の（ｄ）は、前記入力キー１０の信号と共に中央入力キー３
０に向かった信号が感知されることを示した図面で、それぞれ前記中央入力キー３０に向
かった１段プッシュ入力及び前記中央入力キー３０に向かった２段プッシュ入力によるイ
ン方向として判断される信号を示した図面である。
【０１８８】
　また、前記図２４の（ｅ）及び図２４の（ｆ）は、それぞれ前記中央入力キー３０の１
段プッシュ入力と共に円板が移動して入力キー１０の方向に移動した場合、及び中央入力
キー３０の２段プッシュ入力と共に円板が移動して入力キー１０の方向に移動した場合を
意味する。
【０１８９】
　前記図２４の（ａ）乃至図２４の（ｆ）に示されたように、多様な形態でそれぞれ当該
位置の配列文字に含まれるデータが入力され、前記入力部１によって入力されるデータは
、全ての文字及び記号などを含むことができ、前記入力キー１０によって入力される信号
が前記イン方向の第１信号、前記アウト方向の第１信号、前記イン方向の第２信号、及び
前記アウト方向の第２信号からなる４種類の信号、または前記図２４の（ａ）乃至図２４
の（ｄ）に示した方法で前記信号によって入力されるデータは子音であるのが好ましく、
前記中央入力キー３０の信号が感知された後に所定の時間内に前記入力キーによって入力
される信号が第１信号及び第２信号からなる２種類の信号、または前記図２４の（ｅ）及
び図２４の（ｆ）に示した方法で前記信号によって入力されるデータは母音であるのが好
ましい。
【０１９０】
　前記母音とは、外国語の場合、発音がハングル母音に相当するか、言語学上の分類基準
によって同外国語のアルファベットを２種類に分けた時に相対的に個数の少ないアルファ
ベット集団に属するアルファベットである。
【０１９１】
　前記子音は、母音に比べてその個数が多くて使用頻度がより高い傾向があるので、移動
経路の短い前者の方法を利用し、母音は、後者の方法を利用してより速い入力を可能にす
る。
【０１９２】
　図２４は前記第１信号が１段プッシュ入力によるもので、前記第２信号が２段プッシュ
入力によるものであることを示す図面であるが、使用者が容易に区別することができるの
で、前記中央入力キー３０及び入力キー１０の適切な組み合わせ入力が可能な区別可能な
信号であれば、設定することができる。
【０１９３】
　図２５は本実施例による文字入力装置のハングル配列状態の一例を示した概念図であり
、前記図２５は前記中央入力キー３０に近接して円弧方向に４方向の入力キー１０が形成
され、前記入力キー１０にハングルが６列に配列される状態を示したが、使用者の利用デ
ータに応じて多様な形態の配列状態が可能である。
【０１９４】
　より詳しくは、前記入力キー１０によって入力される信号が前記イン方向の第１信号で
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ある場合に、前記入力キー１０はそれぞれ「数５」が入力され、前記入力キー１０によっ
て入力される信号が前記イン方向の第２信号である場合に、前記入力キー１０はそれぞれ
「数６」が入力され、前記入力キー１０によって入力される信号が前記アウト方向の第１
信号である場合に、「数7」が入力され、前記入力キー１０によって入力される信号が前
記アウト方向の第２信号である場合に、「数８」が入力されることを示した。
【０１９５】
【数５】

【０１９６】
【数６】

【０１９７】

【数７】

【０１９８】
【数８】

【０１９９】
　また、前記中央入力キー３０の方向移動入力による信号が第１信号である場合に、「数
９」がそれぞれ入力され、前記中央入力キー３０の方向移動入力による信号が第２信号で
ある場合に、「数１０」が入力されることを示した。
【０２００】
【数９】

【０２０１】
【数１０】

【０２０２】
　もちろん、本発明の文字入力装置は、前記入力信号と連結される配列文字が多様に形成
されることができる。また、前記入力キー１０によって入力される信号が前記アウト方向
の第２信号を有する場合に、母音及び子音が混用されているが、前記２個の母音は中央部
の区別される２種類の信号によって別途に入力可能にすることもできる。
【０２０３】
　図２６の（ａ）乃至（ｅ）は本実施例による文字入力装置の入力例を説明した概念図で
あり、前記図２５に示された一実施例に基づいて「数１１」の入力を説明する。
【０２０４】
【数１１】

【０２０５】
　前記図２６の（ａ）の矢印のように、前記「数１２」を入力するために、前記「数１３
」が配列された前記中央入力キー３０の右側に位置した前記入力キー１０から前記アウト
方向の第１信号を入力し、前記図２６の（ｂ）の矢印のように、「数１４」を入力するた
めに、前記「数１５」が配列された前記中央入力キー３０の下側に位置した前記入力キー
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１６」を入力するために、前記「数１７」が配列された前記中央入力キー３０の上側に位
置した前記入力キー１０から前記イン方向の第１信号を入力して「数１８」を入力するこ
とによって、「数１９」の入力を完了する。
【０２０６】
【数１２】

【０２０７】
【数１３】

【０２０８】
【数１４】

【０２０９】

【数１５】

【０２１０】
【数１６】

【０２１１】
【数１７】

【０２１２】
【数１８】

【０２１３】
【数１９】

【０２１４】
　同様に、前記図２６の（ｄ）の矢印のように、「数２０」が配列された前記中央入力キ
ー３０の左側に位置した入力キー１０から前記アウト方向の第２信号を入力して「数２１
」を入力し、前記図２６の（ｅ）のように、所定の時間内に前記中央入力キー３０は「数
２２」が配列された前記中央入力キー３０の左側に位置した入力キー１０の方向に第２信
号を入力して、「数２３」の入力を完了する。
【０２１５】
【数２０】

【０２１６】
【数２１】

【０２１７】
【数２２】

【０２１８】



(27) JP 2010-518530 A 2010.5.27

10

20

【数２３】

【０２１９】
　また、本発明の文字入力装置の他の実施例を説明すれば、図１７に示されているように
、基準となる中央入力キー３０とその周辺にそれぞれ放射状に４方向に備えられる入力キ
ー１０が備えられて、前記入力キー１０は、それぞれ前記中央入力キー３０に向かったイ
ン方向の信号が区別可能な２種類の信号として総計８種類の信号を発生させることができ
、また、前記入力キー１０は、それぞれ前記中央入力キー３０の反対方向に向かったアウ
ト方向の信号が区別可能な信号として総計８種類の信号を発生させる。この時、前記入力
キー１０は、独自でタッチ／プッシュまたはプッシュ１段／プッシュ２段などの２種類の
信号に区別することができ、総計８種類の信号を発生して、総計２４種類の信号でデータ
を入力することができる。
【０２２０】
　前記入力キー１０のイン方向またはアウト方向の区別される２種類の信号は、移動距離
、圧力、変位などによって区別され、移動または移動及びプッシュの同時信号で区別する
こともできる。
【０２２１】
　前記のように、本発明の文字入力装置は、各入力キーの数を減少させて入力部１が備え
られる面積を減少させて、入力方式の組み合わせで多様なデータを入力し、反復動作が不
要で、誤作動を防止することができ、簡単な使用方法でデータ入力の利便性を提供するこ
とができる。
【０２２２】
　本発明は、前記実施例に限定されず、適用範囲が多様であるのは当然のことであり、請
求範囲で請求する本発明の要旨から逸脱することなく、多様な変形実施が可能である。
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